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☆特許庁ホームページに「お助けサイト」を
　新設しました………………………………… ⑻

☆他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録出願
が商標法４条１項８号により拒絶された事例（上）⑴

第１　事案の概要
　原告は、平成29年９月21日、指定商品を第９類

「サングラス、電子出版物」、第14類「ネックレス及
びその他の身飾品（「カフスボタン」を除く。）、宝
玉及びその模造品、キーホルダー」、第18類「かば
ん類、袋物、傘、皮革」及び第25類「被服（「和服」

を除く。）、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バ
ンド、ベルト、靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴
の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」とす
る、「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」の文字
を標準文字で表して成る商標について、商標登録出
願（商願2017－126259号、以下「本願商標」という。）

他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録出願他人の氏名を含む商標であるとして、商標登録出願
が商標法４条１項８号により拒絶された事例（上）が商標法４条１項８号により拒絶された事例（上）

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士 山本　真祐子

～知財高判令和２.７.29令和２（行ケ）10006～

貴貴社社ののググロローーババルル知知財財戦戦略略をを、、

競競合合他他社社のの開開発発動動向向をを踏踏ままええたた権権利利化化でで

支支援援すするる異異次次元元ププロロフフェェッッシショョナナルル集集団団
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